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1．はじめに

2006年6月9日に、「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法

律」（以下、「認定こども園法」と略す）は国会で可決・成立し、6月15日に、法律第77号とし

て公布された。2006年10月1日以降に、認定こども園(CenterforECEC"inJapan)は、

新しい制度として本格的に開始され、日本各地で「幼保連挑剰」「幼稚l刺型」「保育所型」「地方

裁猛型」の4類型にわたって数多くの認定こども園が生まれてきた。統計《2'によれば、認定こど

も園の認定状況は2009年2月現在では合計約250件に達している。類型別に見ると、「幼保連携

型」は107件（公立33件、私立74件)、「幼稚園型」は89件（公立2件、私立87件)、「保育所

型」は36件（公立20件、私立16件)、「地方裁飛型」は16件（公立0件、私立16件）となっ

ている。今後、認定こどもl刺の数はさらに増えるだろうと予測される。認定こども園は、親の就

労の有無や家族の形態等で区別されることなく、就学前の子どもたちに幼児教育・保育の機会を

平等に提供し、すべての子育て家庭に対する支援の機能をもつ総合施投として、新たな形態の幼

児教育・保育が展開されつつある。

本研究は、平成20年度の文部科学省委託IIf業「幼児教育の改蒋・充実調査研究」による「認

定こども園の活用促進の在り方」に関する研究の一環として取り組んだ調査研究である。認定こ

ども園における子育て支援と教育・保育内容の現状を明らかにし、その機能を今後いかに充実さ

せていくかを展望することを目的とする。本稿は、本研究グループ伽が実施してきた実態調査を

踏まえて、類型別に認定こども園の教育・保育環境と内容の現状と課題について検討する。

認定こども園の教育・保育環境の椛成については、2006年8月文部科学省と厚生労働省が共

同で告示した「認定こどもl刺の設備及び運営に関する基邸」では、次のように規定されている。

①満三歳に満たない子どもを含む就学前までの様々な年齢の子どもが利用するため、子ども

の発達の特性を踏まえ、満三歳に満たない子どもについては特に健康、安全や発達の確保を

十分に図るとともに、満三歳以上の子どもについては集団による活動の充実、異年齢の子ど
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